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〈研 究ノー ト〉

マルクスの 『類 的疎外』規定の検討

沢 田 幸 治

労働疎外 は私的所有 を原理 とす る資本主義 に とって免れ るこ とので きない現象 といえようが,

今 日,そ れは,経 済のグローバ ル化 の もとで それにともなう経済競争 の激化 の もとで 深

刻の度 を強めている ように見 える。 それゆえ,今 一度,マ ルクスの 「労働疎外論」 をふ り返 って

み るの も,あ ながち,全 くの時代 お くれで無駄 な行為である とばか りはいえないであろう。

周知 のとお り,わ が国において,「 労働疎外論」の研究 は,か な り以前 か ら行 われて きたわけ

だが一一 最 も活発に行 われたのは1960年 代 ～80年 代 といえ よう,そ れ にもかかわ らず,今

日において もなお,論 者の間で見解 の一致 をみていない問題 も多 く存する ように思 われる。われ

われは,そ のような問題の一つ と して,「 疎外 された労働 の第三規定」=「 人 間か らの類疎外」

(以下 「類疎外」と略記する)と いう問題 をあげることが で きるであ ろう。そ して,わ れわれは,こ

の 「類疎外」 とい う問題 こそ 「疎外論」理解のためのキイ ・ポイ ン トを成す問題であ ると考 えて

い る。 この ようなわけで,わ れわれは小稿 の課題 をこの 「類疎外」 についての考察e検 討 とする

ことにす る。 しか し,小 稿 では,こ の問題 についての各論者の見解 の検討等 は一切行 なわない こ

とにす る。小稿では,こ の問題の 「本格 的」 な考察=検 討 のための前提 として,マ ル クス 『1844

年の経済学 ・哲学手稿 』(以下r経 哲手稿』と略記する)中 の 「類疎外」 に関す るご く短い記述 につ

いての考察=検 討だけを行 うことにす るω。それが,疎 外論の考察 にとって,ま ず第一 に必要 な

こと(基 礎作業)だ と考 えるか らである。

最初 にわれわれの課題である 「類疎外」 の考察=検 討に とって必要な 『経哲手稿』中の記述 を

少 し長 くなるが掲 げておこ う。以下の とお りである。なお,以 下の引用文 に付 してある番号

①,②,③,④ 一 は,検 討の便 のためにわれわれが付 したものである。

「①,人 間は一つの類存在であ る。彼が実践 的かつ観想 的に類 を一 彼 自身の類 をも爾 余の諸事

物のそれをも 彼 の対象た らしめ る点でそ うであ るのみな らず,ま た そ して これは同 じ
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事柄の別 な言い方 にす ぎないが,彼 が 自己 自身にたい して,現 にそこに存在す る生 きた類
ヘ ヘ ヘ へ

にたいするようなあ り方をす る点,彼 が 自己 自身にたい して,あ る普遍的 な,そ れゆえに自由

な存在者 にたいす るようなあ り方をする点で もそ うなのである。

②,類 生活 は人 間の場合で も獣の場合で も,身 体 的に一つ には,人 間が(獣 と同じように)非 有機

的 自然 によって生 きるところにあるのであって,人 間が獣 として普遍的であればあるほ ど,そ
もと

れだけ彼 の生 きる素であ る非有機 的 自然の範 囲は普 遍的であ る。植物,動 物,石,空 気,光

等 々が,あ るいは 自然科学の対象,あ るいは芸術 の対象,彼 によって まず享受 と消化のた
かて

めに調整 されねばな らない ところの彼 の精神的な非有機的 自然,精 神 的糧 と して 観想的に

人間的意識の一つ の部分を成す ように,そ れ らはまた実践的に も人間的生活 と人間的活動の一

つの部分 を成す。 肉体 的に人間が生 きるのは,た だこれ らの 自然産物 これ らがいま食物,

燃料,衣 料,住 い等 々,ど んなかたちであ らわれるかは別 として,に よってのみである。

実践的 には人間の普遍性 は全 自然 を それが(一)直 接の生 きる手段,す なわち食料である

とい う点で も,ま たそれが 〔(二)〕彼 の生 活活 動 の材料,対 象 お よび道具 であ る とい う点 で
ヘ ヘ ヘ ヘ へ

も 彼 の非有機 的身体 た らしめる ところの普遍性 において こそあ らわれ る。 自然は人 間の非
ヘ ヘ ヘ へか らだ

有機的 な体である。つ まり,そ れ 自体 が人 間の身体 なので はないか ぎりでの 自然 はそ うなので
ヘ ヘ へ

ある。人間は自然 によって生 きる とい うことは,自 然は彼の体 であって,死 なないために人間

はこの体 といつ もいっしょにやっていかなければならぬ とい うこ とである。人間の肉体的お よ
つな

び精神 的生活が 自然 と繋が っているとい うことは,自 然が 自然 自身 と繋が っていることを意味

するものにほかな らない。 けだ し人間は 自然の一・部だか らである。

③,疎 外 された労働 は人間か ら(一)自 然 を疎外 し,(二)彼 自身 を,換 言すれ ば彼 自身の能動
へ

的なはた らき,彼 の生活活動 を疎外することによって,人 間か ら類 を疎外 する。それは人間に

とって類生活 を個人的生活の手段 た らしめる。第一にそれは類生活 と個人的生活 を疎外 し,そ

して第二 にそれは後者 をそれだけ として切 り離 されたかたちで前者の 同 じようにそれの抽

象的 な,そ して疎外 されたかたちでの前者の 目的た らしめる。
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

④,け だ し人間 には労働,生 活活動,生 産的生活その ものは一つの必要,つ ま り肉体 的存在 の維
ヘ へ

持の必要 を満たすための一つの手段 としてのみあ らわれるか らである。 しか し生産的生活は類

生活である。それ は生活 を産み出す生活である。生活活動の仕方の うちに一つ の種 の全性格,

それの類性格 があるのであ って,そ して自由な意識的な活動は人間の類性格 である。生活その
ヘ ヘ ヘ へ

もの はた だ生活 手段 と して の み あ らわ れ るの であ る。」(40-S.515-516,435-436頁)

少 し長 い 引 用 に な った が,こ の引 用 につ い て,① か ら④ ま で順 に検 討 す る こ とに よ っ

て,一 必要 に応 じて他 の個所 も参照 しなが ら

う。

では,① か らみてい こう。

われ われの課 題 を遂行 してい くことに しよ
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この① のパ ラグラフでのべ られてい るの は,「 人間が一つの類存在」で ある とい うことに関 し

てである。マ ルクスが,こ こで,人 間が類存在 であるとい うことの理由 としてあげているのは,

④,人 間が 「類」 を 「自分 の対象 に」 してい る,と い うこ とと,⑤,人 間が 「自己自身にたい し

て」 「生 きた類 にたいす るようなあ り方」 を している とい うこ とである。(両者は,同 じことの別様

の表現であるとものべている)。 この⑤ については,人 問は 「自己 自身につい て」 「あ る普遍的 な」,

それ ゆえ 「自由な存在者 にたいす るようなあ り方 をする」 といい変 えて もい る(あ るいは補足的な

説明をしている)。

まず,@に ついて考察=検 討 してみ よう。 ここで最初 にのべ られている人間が 「類」 を自分の

対象 とするか ら人間は 「類 的存在」である とい う点 についてであるが,一 般 に 「あるもの」の規

定 をそれが 「対象」 とする もの によって与 えるのはご く当然の ことであろう。なぜ なら 「対象」

とい うのは 「ある もの」 の存在 にとって必要不可欠 なもの それ なしには 「あるもの」が 「あ

る もの」 として存在 しえない ようなものの こ とだか らであ る。 この点,例 えば,自 然 を対象 と

し,自 然に依拠 して存在 してい るもの は 「自然的存在」 というわけであ る。 したが って,「 類」

を対 象 とす る存在 は 「類 的存在」であ る とい うこ とにつ いて は,何 の問題(疑 問)も 存在 しな

い,と い うべ きであろう。 ここで,明 確 に しておかなければな らない問題 は 「類」 とは何か とい

うことであ ろう。「類」 を対象 とす るか ら 「類 的存在」である といえるに して も,肝 心の 「類」

その ものの意味 が明確 になっていなけれ ば,「 類 的存 在」 の意味 も明 らかにな らないか らで あ

る。

で は,肝 心の,そ の 「類」 とは どの ような存在の ことであろ うか。いうまで もな く,そ れは,

一般 的には
,個 体(個 別,個 人)や 種 を超 える,そ れ らを包摂 す る概 念(上 位の概念)の ことであ

ろ うが,こ の 「経哲 手稿 』において も,そ れは,個 体(個 別,個 人)と 対比 され る,そ れ らを包

摂 した上位概念のこ ととみ なすべ きであろう。だが,個 体 を超 える,そ れ を包摂する上位概念で

ある とい うことは,千 差万別の個体 に共通す る特質で もって くくる 分類 わけする とい う

ことで もあろう。 その場合,そ の特質 とい うのは,他 の 「類」 と区別 される特質で もあ る。まず

は,こ の ようにいうことがで きるであろ う。 しか し,マ ルクスが 「類」 に込めた意味は,こ のよ

うな一般 的なことにとどま らないように思われる。次のような叙述が存在するか らである。

「死 は特定の個体 に対す る類 の冷酷 な勝利 として,両 者の一・体性 に矛盾す るようにみえるが,
ヘ ヘ へ

しか し特 定 の 個体 とい う もの は,一 つ の特 定 の類 存在 にす ぎず,そ の よう な もの と して死 を まぬ

が れ ない ので あ る」(4a-s.539-540,460頁)。

この叙 述 にお い てマ ル ク スが 強調 して い るの は,み られ る とお り,む ろん,「 特 定 の個 体 は一

つ の 特 定 の類 存 在 であ る」 とい うこ とで あろ う。 しか し,こ の点 を確 認 した上 で,な お,こ こで

注 目 しな けれ ば な らない の は,「 死 は特 定 の個 体 に対 す る類 の勝利 」 で あ る(DerTodScheintals

einharterSiegderGattungiiberdasbestimmteIndividuum)と い う こ とにつ い てで あ る。 この叙 述 に,

マ ル クス の 「類 」 に対 す る考 え をみ て とる こ とが で きる よ うに思 われ るか らで あ る。
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この叙述か ら読み とれ るの は,「 類」 は特定 の 「個体」 と矛盾す る存在 ではない とはい え,し

か し,そ れに もかかわ らず,特 定の 「個体」 を超 えた存在 である とい うこ とである。すなわち,

「個体」 としての人間は死 をまぬが れないが それ ゆえ限界 を もった存在であ るが一,そ の

ような 「個体」=「 限界=制 約」 を超 えて存 続 してい く存在が 「類」(と しての人間)で ある とい

うことである。 この叙述 か ら読み とれ るの は,こ の こ とで あろ う。 この点,別 のいい方 をす れ

ば,人 間は個 々人 としてみれば,あ くまで も 「個体」的存在である。それゆえ,個 体 を時間的な

連続 の中に位置づ けてみて も,た とえば,〈 親 子 孫 〉といった連続性=継 続性 の

中 に位置づ けてみ て も,親 は親 であ り,子 は子で あ り,孫 は孫 である。す なわち,別 々の 「個

体」であるこ とに変 わ りはない。が,し か し,人 間は 「個体」 をその ような時間的 な継続下にお

いた時,別 々の 「個体」 として(だ け)で はな く,連 続 した 「一つの」存在 として考 える という

ことである(な お,人 間を時問的な継続下において一個の存在としてとらえることは,空 間的にも一個の存

在としてとらえることを可能にするであろう)。この ように,時 間的 ・空 間的な連続性 の中で一つ の連

続 した存在(人 間)と して把握 された ものが,「 類」 であるということであろ う。

共通の特質で くくられた存在,他 の動物(等)と の区別 において くくられた存在,本 質=「 自

己」 にお いて とらえ られ た(人 間)存 在,「 個体」 を超 えた存在 マル クス にお ける 「類」 と

は,こ の ような存在(人 間)と みなす ことがで きるであろう。

以上 をふ まえた上で,⑤ をみてみ よう。 しか し,@に お ける考察 「類」概念についての考

察 を通 して,⑤ でのべ られていることの大部分 については,す で に,了 解可能 となっている と思

われるので,こ こでは,人 間は 「自己 自身について」 「ある普遍的 な」,そ れゆえ,「 自由な存 在

者 にたいす るようなあ り方 をす る」 という叙述 についてだけ考察することに しよう。

まず,「 普遍的な存在」 とい う点に関 してであ るが,こ れ までの検討 か ら,そ の点は,次 の よ

うにいえるであろう。す なわち,「 類」 としての人 間は,個 別 を超 えた存在 として本質 において

とらえ られた存在 といえるわけだが,こ こか ら,こ の 「類」 は,そ れぞれの個体 の もっている特

質=特 殊性 を捨象 された存在 であ るとみ なされることになる。 このこ とは また,個 体が もつ 限界

=制 約 を もまぬがれた存在であるとい うことで もある。

人間が(「類」としては)「普遍 的な存在」 である とい うこ との意味は,こ の ように,「 類」 とし

てみた,あ るいは 「類」 とい う高みか らみた存在 ということである,と い うべ きであろう。

次に,「 自由な存在」 とい う点 に関 してであるが,こ の点 について は,上 の 「普遍 的存在」 に

ついての考察=検 討か ら容易 に理解 され る ところであろ う。「類」 としての人 間は 「個体」の も

つ特 質 二特殊性 と限界=制 約 をまぬがれている存在 超 えている存在である以上,当 然,一 定

の必然性の もとにおかれた存在ではあ りえないであろう。 したがって,人 間=「 類」は 自由な存

在であるということになろ う。

① についての考察=検 討は以上の とお りであ る。次 に②の部分 についてみてみよう。

この② で述べ られていることを要約すれば,「 類生活」(GattungsLeben)は,1.自 然に依存 して
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成 り立 っているとい うこと,2.人 間の普遍性 は 肉体的側面 についてみれば一 全 自然を自分

の非有機的な身体 としている,と い うことに表現 されている,と い うこと,こ の2点 である。そ

して,こ の2点 と関連 して,人 聞(と いう自然)は 自然 と繋が ってい るとい うこ と(そ のような存

在であるということ),こ の ことが指摘 されてい るのである。② 部分の叙述 は比較的長いが,こ こ

で語 られている(主 たる)点 は,以 上の こ ととい えるので,② については これ以上立 ち入 った検

討は行わず,③ の考察 二検討 に移ることに しよう。 なお,③ で語 られていることが 「類疎外」理

解 のために最 も重要 な点であると思 われるので,こ の③ については,や や くわ しく検討すること

にしよう。

③ は大 き く二つの部分にわけて検討するこ とができるであろう。す なわち,最 初の 「疎外 され

た労働 は……」か ら 「人間か ら類 を疎外す る」 までと(以 上を④ とする),「それは人 間にとって…

…」 か ら最後 の 「目的た らしめ る」 まで(以 上を⑤とする)に わけ られ よう。

④か らみてい こう。 この④ で語 られてい るのは 「疎 外 された労働」が 「人間か ら類 を疎外す

る」 とい うことについてである。何故,疎 外 された労働 が人間か ら類 を疎外するのか といえば,

それ は,疎 外 された労働 が人 間か ら(一)「 自然 を疎 外」す るか らであ り,ま た,(二)「 彼 自

身」 を(つ まり人間自身を 引用者),「 彼 自身の能働 的なはた らき」 を,「 彼 の生活活動」 を疎外

するか らであ る ここでは,こ のようなことがのべ られている。

上 でのべ られ ている この二つの理 由は 「疎外 の第一規定」(労 働生産物疎外一 労働の結果の疎

外一自然疎外)と 「第二規定」(労働疎外 労働=生 産行為の疎外一自己疎外)に 相当す るとみなすべ

きものであろう。 この ことは,マ ルクスが疎外 の第三規定=「 類疎外」 を引 き出す際に次の よう

にのべていることか らも一応了解 される ところであろ う。
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

「さてこん どは,わ れわれは疎外 された労働の さ らに第三の規定 をこれ までの両規定 か ら引 き

出 して こなければならない」(40-S.515,435頁)。

上の二つの理由の うち,第 二 の理 由 としてあげ られている 「(二)彼 自身を,換 言す れば彼 自

身の能動 的なはた らきを……」が疎外 の第二規定 と同一の内容 であるこ とは容易 に納得で きる と

ころであろ う。 しか し,(一)の 「自然疎外」 と疎外の第一規 定 とは,ど の ような意味 で同一・の

こ とだ といえるのであろうか。 この点については,マ ルクスの次の記述か ら理解 され よう。
ぎゅうじ

「余所 ものの,そ して労働者 を牛耳る対象 としての労働 の産物 にたいす る彼のあ り方。このあ

り方は同時 にまた余所 ものの,彼 に敵対 している世界 としての感性 的外界,自 然諸対象 にたいす

るあ り方で もある」(40-S.515,435頁)。

このマ ルクスの叙述 は労働生産物疎外 によって感性的外界=自 然諸対象 が一 したが って 「自

然」が 労働者=人 間か ら疎外 される とい うこ とを示 していよう。す なわち,人 間が働 きか け

る対象(=自 然)人 間=労 働者の 自己実現 のために必要 な対象 も,人 間=労 働者 がそれ

によって生活(=生 存)で きる対象(=自 然)も,労 働者 にとって よそ よそ しい存 在,ひ いて は敵

対的な存在になるということを示 してい よう。疎外 の第一規定 と(一)の 自然疎外 との関係(=
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同一性)は,こ の点か ら理解す ることがで きるであろう。

以上,二 つの疎外 第一規定,第 二規定 か らマルクスは第三規定=「 類疎外」 を引 き出

しているわけであ る(2)。だが,そ うだ とすれば,で は,「 類疎外」 とはどの ような 「疎外」 のこ

とと考えるべ きであろうか。

まずい えるの は,マ ルクスが この二つの疎外 に基づい て(前 提 して)こ の 「類疎外」 を引 き出

しているのであるか ら,「類疎外」の意味=内 容は,さ しあた り労働者が(生 活の対象=手 段を奪わ

れていると同時に)生 産の対象 二手段 も生産の内容 二活動 も奪われている とい うことと関係す る と

い うことである。個体的な存在 限界=制 約 をもった存在 ではなく,限 界=制 約 をまぬが

れた存在,そ れ を超 えた存在,普 遍的で 自由な存在 たる 「類」 は,自 然 を,す なわち,生 産の対

象 と手段 を所有 して,自 ら,そ れに主体 的にかかわってい くべ き存在(生 産を行うべき存在)で あ

るが,「 類 」 としての このような活動がで きな くなっているこ と,そ れ を奪 われてい るとい うこ

と,そ れが 「類疎外」の意味=内 容である とい うべ きであろう。

次 に③ の後半部分e⑤ をみてみよう。

この⑤ でまず考察 一検討 しなければな らないのは,疎 外 された労働 は 「人間に とって類生活 を

個人生活の手段 た らしめる」 とい うことについてである。 これは,ど の ような意味であろうか。

類生活,す なわち 「類」 としての,あ るい は 「類」 とい う次元 でみた人 間の生活 についてい え

ば われわれの先の検討か らす れば それは,普 遍 的で 自由な活動 を行な うことのできる存

在 の生活=活 動 とい うこ とになる(こ の点については④でふれられている)。 しか し,こ れが可能 と

なるのはいうまで もな く 「類」が 自然 労働手段 と労働対象 を所有 してお り,ま た生活=活 動

の内容 と方式 も自ら決定=遂 行で きる存在=主 体 となってい ることによってである。 このように

考 えるな ら,「 類生活 を個人的生活 の手段 た らしめ る」 の意味 は,労 働者 二人間が 「類」 として

の活動 を,す なわち,普 遍的で 自由な生活=活 動 を行 なえるような存在 になっていない とい うこ

と(な りえないということ)で なければな らないだろ う。その場合,生 活=活 動 は個 人的な生活の

ための 「手段」 として しか存在 しえないわけである。 したがって,マ ルクスのこの一文 は,一 部

の論者が考 えるように,「 社 会のために行 われるべ き活動」が 「個 人生活の ための手段」 となっ

ているという意味で はない とい うことになろう。 この点 は,こ の叙述 に続いて 「第一に」,「第二

に」 としてのべ られている次の叙述に よって も納得 させ られる ところであろ う。

疎外 された労働 は 「類 生活 と個人生活 を疎外 し」 「後者(類 生活,引 用者)を 前者(個 人

生活,引 用者)の 目的た らしめるのである。

最後に④ を検討 しよう。

④ の最初の部分では,③ の⑤で記 されていること一 「疎外 された労働 は類生活を個人生活の

手段 にする」 ということの理由が語 られている。そ して,そ れに続いて 「生産的生活 は類生活で

ある。それ は生活 を生み 出す生活である」 とい う叙述が与え られている。そ して この叙述 こそ,

われわれの考えによれば 「類疎外」の意味 を深 く理解す るための 「鍵」 となる叙述 であ る。



マルクスの 『類的疎外』規定の検討43

「生産的生活は類生活 である」 とは,ど の ような意味であろ うか。 この叙述 の意味 を正確 に理

解 するためにまず,は っき りさせておか なけれ ばな らないのは,こ こでい う 「生産的生活」 とい

うのは,生 産活動のこ とである とい うことである。 そ して,マ ル クス はこの生産的生活=生 産活

動 を 「類生活」 としている ということである。人間生活=生 存 にとって直接的な意義=重 要性 を

もつ 「消費生活」ではな く,生 産的生活=生 産活動 を類生活 としてい るということであ る。そ し

て,こ の類生活(す なわち生産活動)を 「生活 を生み出す生活」 と しているのである。 この 「生活

を生み出す生活」 とい うのは(消 費生活でないのだから),消 費生活 を含 めた生活を行 うための条件

(と生活のあり方)を 形成 してい く行為=活 動 というようにとらえ られるべ きであろう。

以上か ら,類 生活 とい うのは,動 物の ように一定 の仕方 での生活 消費,生 存行為 では

なく,意 識 的に,創 意工夫 をこらしなが ら,自 らの生活 の条件 と方式 を形成(発 展)さ せてい く

人間の活動=行 為 のことであるというように理解 され よう。人間は,「 類」 として,「 自由」 な存

在 としてこう した 「生活」=「 活動」 を行 なうわけである。 まこ とに,「 自由な意識 的な活動」

こそ 「人間の類性格である」 といわなければならないわけであろ う。

これ までの考察 二検討 に基づいて 「類疎外」 についてのわれわれの理解 を要約 してお こう。

まず,マ ル クスの 『経哲 手稿』 にお ける 「類」 につ いていえば,そ れは個体(個 別)を 超 えた

存在 としての人間のこ とであるということ,し たが って,そ れは,普 遍的な存在 であ り,個 体 的

な限界=制 約 をまぬがれた存在,す なわち,自 由な存在 であ るということである。そ して,こ の

ように自由な存在であ るか らこそ,「 類」 は,あ らか じめ 「このよ うで なければ ならない」,「こ

の ようにしなければな らない」 という制約=必 然性の下におかれてはいないとい うことである。

次 に,こ のような 「類」の行 な う生活=「 類 的生活」 についてであるが,そ れは当然,自 由な

「生活」=「 活動」で なけれ ばな らない。あ らか じめ定 め られ た 「生 活」=「 活動」で ない以

上 自由であ る以上一 意識的,創 造的な 「生活」 ニ 「活動」 でなければならない ということ

である。人 間 「類」 としての は,自 由に,意 識 的に自らの生活(の 方式や条件を)を 創 出

e発 展 させ てい くことがで きるし,ま た,そ うしなければな らないとい うことである。単 に生存

のため に,あ るいは 「金 もうけ」 のためにだけ,活 動す るのではないのである。 まさに,「 美 の

法則 にあわせ て作 ることもで きる」(40-S.517,437頁)ほ どに,自 由に,意 識 的に,創 造 的に,

普遍的 に生活=活 動 を行 なえる存在である とい うこ とである。

「類」お よび 「類的生活」についての以上の ような見解 に基づいて,「 類疎外」 についてのわれ

われの見解 を示せ ば,そ れは,当 然人間が,〈 自由で,意 識的で,創 造 的で,普 通的で〉ある よ

うな生活=活 動 を行 なえな くなってい るということを意味す るということである。 また,同 じこ

とであ るが,こ の ような生活=活 動 を行な う能カー 類 的能力,類 的本質一 を奪 われていると

い うことである。か くして,疎 外 された労働は 「人間の類的本質 を 自然 をも彼の精神的能力
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をも 彼 にとっての余所 ものた らしめ,彼 の個人的生存 の手段 た らしめ」「人 間か ら彼 自身の

体 を も,彼 の外なる 自然 を も,彼 の精神 的本質,彼 の人 間的本質 を も疎外 する」(40-S.517,438

頁)と い うこ とになる。それゆえ,「 人間の人間か らの疎外」(疎 外の第四規定)が 必然 となるわけ

だろう。

付)小 稿 の課題 は専 ら 『経済学 ・哲学手稿』中の叙述の検討 を通 して,「類疎外」の意味 を考察す ることに

あったので,こ こではこれ以上の言及はもはや不要なこと(余 計なこと)と も思 えるが,こ の問題 をとりあ

げた意図について,こ こで,一 言 だけ,な おつけ加 えておけば,そ れは,多 くの論者が,当 然のごと くに

「類」をく社会的,共 同(体)的,集 団的〉の意味にとっていることに疑問を感 じたことによる(3)。また,

「類」が 「社会的」 を意味す るとすれば,そ れは どのような意味でそうなのかについて慎重 に考えなければ

ならないと考えた ことによる。それは,ま ず,テ キス ト理解 としては 「無理」であ り,誤 まりであると思え

たことによる。そ して,〈 私的所有 市民社会 資本主義 〉理解 としては,か つての 「社 会主義」的

「発想」 必 らず しもマルクスの もの とはいえない,そ れ にとらわれていると思われたか らである。

以上,全 くの蛇足であるが,一 言だけつけ加えておこう。
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外 」 理 解 に教 え られ る と こ ろ が 多 い と思 わ れ る。 た だ し 「ミル 評 註 」 理 解 につ い て は必 らず し も賛 成 し な
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